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（
定　

義
）

第 
一
条　

清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
（
以
下
「
本
紀
要
」
と
い
う
。）

は
、
清
泉
女
子
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う
。）
の
人
文
科
学
研
究
所
（
以

下
「
本
研
究
所
」
と
い
う
。）
の
所
員
を
中
心
と
す
る
教
員
（
客
員
所
員
を
含
む
）

の
研
究
論
文
及
び
資
料
紹
介
等
を
掲
載
す
る
刊
行
物
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
年

一
回
刊
行
す
る
。

（
投
稿
資
格
）

第 

二
条　

本
紀
要
に
投
稿
で
き
る
者
は
、
原
則
と
し
て
本
学
の
専
任
若
し
く
は
非

常
勤
の
教
員
又
は
本
研
究
所
客
員
所
員
と
す
る
。

② 　

共
著
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
著
者
全
員
が
本
学
の
専
任
若
し
く
は
非
常
勤

の
教
員
又
は
本
研
究
所
客
員
所
員
と
す
る
。
た
だ
し
、
共
著
の
筆
頭
著
者
以
外

の
著
者
と
し
て
本
学
大
学
院
に
在
籍
す
る
者
又
は
本
学
大
学
院
を
修
了
し
た
者

（
本
学
大
学
院
博
士
課
程
に
お
い
て
所
定
の
年
限
在
学
し
、
所
定
の
単
位
を
修

得
し
た
者
を
含
む
）
が
加
わ
る
こ
と
を
所
員
会
議
の
審
議
の
上
で
認
め
る
こ
と

が
あ
る
。

（
投
稿
申
込
受
付
優
先
基
準
）

第
三
条　

投
稿
希
望
の
数
が
過
多
の
場
合
は
所
員
会
議
に
諮
り
調
整
す
る
。

② 　

前
項
に
よ
り
投
稿
申
込
受
付
を
調
整
す
る
場
合
、
原
則
と
し
て
本
研
究
所
の

所
員
及
び
客
員
所
員
の
申
し
込
み
を
優
先
す
る
。

③ 　

上
記
の
調
整
の
上
投
稿
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
当
該
号
へ
投
稿
し
な
か
っ
た

場
合
、
次
号
へ
の
投
稿
は
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。

（
投
稿
内
容
）

第 

四
条　

投
稿
内
容
は
学
術
的
研
究
の
成
果
と
し
、
未
刊
行
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
も
未
発
表
）
の
も
の
に
限
る
。

（
投
稿
方
法
）

第
五
条　

投
稿
方
法
は
、
次
に
よ
る
。

1 　

原
稿
は
、
編
集
委
員
会
が
指
定
す
る
形
式
の
電
子
デ
ー
タ
で
、
提
出
締
切

日
ま
で
に
本
研
究
所
へ
提
出
す
る
。

2 　

原
稿
に
は
邦
文
要
旨
、
欧
文
要
旨
及
び
キ
ー
ワ
ー
ド
を
添
付
す
る
。
具
体

的
な
書
式
等
は
、
別
に
定
め
る
投
稿
要
領
に
従
い
作
成
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

3  　

執
筆
者
自
身
の
校
正
は
原
則
と
し
て
二
回
と
し
、
大
幅
な
加
筆
・
変
更
は

認
め
な
い
。

（
掲
載
の
採
否
）

第 

六
条　

投
稿
論
文
の
掲
載
採
否
に
つ
い
て
は
、
編
集
委
員
会
が
査
読
・
審
査
を

行
い
、
決
定
す
る
。

（
著
作
権
）

第 

七
条　

本
紀
要
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
及
び
抄
録
（
以
下
「
論
文
等
」
と
い
う
。）

の
著
作
権
は
各
執
筆
者
に
あ
る
。
た
だ
し
、
論
文
を
出
版
又
は
転
載
す
る
場
合

に
は
、
本
研
究
所
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
本
紀
要
よ
り
の
転
載
で
あ
る
旨
付

記
す
る
。

② 　

本
文
の
一
部
や
図
・
表
・
写
真
等
を
他
の
著
作
物
か
ら
転
載
し
た
り
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
を
掲
載
し
た
り
す
る
場
合
、
著
作
権
に
関
す
る
問
題
や
法
令
上
の
手
続

き
は
、
執
筆
者
自
身
が
投
稿
前
に
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ら
に

つ
い
て
問
題
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
責
は
執
筆
者
が
負
う
も
の
と
す
る
。

（
電
子
化
・
公
開
の
許
諾
）

第 

八
条　

執
筆
者
は
本
学
・
本
研
究
所
に
対
し
て
、
本
紀
要
に
掲
載
さ
れ
た
論
文

等
の
印
刷
、
電
子
的
記
憶
媒
体
へ
の
変
換
・
複
製
、
学
外
へ
の
配
布
を
原
則
と

し
て
許
諾
す
る
も
の
と
す
る
。

② 　

執
筆
者
は
本
学
・
本
研
究
所
及
び
本
学
・
本
研
究
所
が
委
託
す
る
機
関
に
対

し
て
、
当
該
論
文
等
の
送
信
可
能
化
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
で
の

学
外
へ
の
公
開
を
、
原
則
と
し
て
許
諾
す
る
も
の
と
す
る
。

③ 　

執
筆
者
は
特
別
な
事
由
に
よ
り
、
論
文
等
の
電
子
化
・
公
開
を
許
諾
で
き
な

い
場
合
は
、
投
稿
時
に
そ
の
旨
を
文
書
で
本
研
究
所
に
提
出
す
る
。
な
お
、
提

出
の
な
い
場
合
は
電
子
化
・
公
開
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　

附　

則　

一

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日
よ
り
施
行
す
る
。

　
　
　

附　

則　

二

　

こ
の
規
程
の
改
正
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
刊
行
規
程


